
議案第１５号 

 

山都町いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について 

 

山都町いじめ問題対策連絡協議会条例を別紙のとおり定める。 

 

平成２９年３月９日提出 

 

山都町長 梅田 穰   

 

（提案理由） 

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）の規定の基づき、い

じめ問題対策連絡協議会を設置するため、条例を制定する必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 

 



 山都町いじめ問題対策連絡協議会条例をここに公布する。 

  平成  年  月  日 

 

山都町長         

 

山都町条例第  号 

   山都町いじめ問題対策連絡協議会条例 

 （設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）

第１４条第１項の規定に基づき、山都町いじめ問題対策連絡協議会（以下

「連絡協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 連絡協議会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) いじめの防止等（法第１条に規定するいじめの防止等をいう。）に関

係する機関及び団体の連携及び協力の推進 

 (２) いじめ問題に関する情報共有、意見交換及び広報・啓発活動の推進 

 (３) その他山都町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認め

る事項 

 （組織） 

第３条 連絡協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、

又は任命する。 

(１)  山都町教育長  

(２) 山都町が設置する小学校及び中学校の教職員 

 (３) 熊本県上益城教育事務所の職員 

 (４) 熊本県上益城福祉事務所の職員 

 (５) 山都警察署の職員 

 (６) 町長部局関係課の職員 

 (７) 児童及び生徒の心理又は健康福祉に関する専門家 



 (８) 前各号に掲げる者のほか、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじ

めへの対処に関係する機関及び団体その他の教育委員会が必要と認め

る者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 連絡協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長

がその議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 （関係者の出席等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （庶務） 

第８条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項

は、会長が連絡協議会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。 

（山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 山都町報酬及び費用弁償条例（平成１７年山都町条例第３９号）の一部を 

 次のように改正する。 

  別表第１山都町教育特区学校審議会の項の次に次のように加える。 

いじめ問題対

策連絡協議会

委員 

会長 日額 ６，０００円   

委員 日額 ５，９００円   
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山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第1(第2条関係) 

【別記1-1 参照】 

別表第1(第2条関係) 

 

 

【別記1-1】 

 

現行 

区分 報酬 備考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

要保護児童対策地域協

議会 

会長 日額 6,000円   

会員 日額 5,900円   

山都町教育特区学校審

議会 

会長 日額 6,000円   

委員 日額 5,900円   

鳥獣被害対策実施隊員 日額 2,950円  

前各項に掲げる者以外の非常勤職員 予算の範囲内で町長が定める額  
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改正後（案） 

区分 報酬 備考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

要保護児童対策地域協

議会 

会長 日額 6,000円   

会員 日額 5,900円   

山都町教育特区学校審

議会 

会長 日額 6,000円   

委員 日額 5,900円   

山都町いじめ問題対策

連絡協議会 

会長 日額 6,000円  

委員 日額 5,900円  

鳥獣被害対策実施隊員 日額 2,950円  

前各項に掲げる者以外の非常勤職員 予算の範囲内で町長が定める額  

 


